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「
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
改
正
法
案
）
が

四
月
一
六
日
、
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
全

会
一
致
で
可
決
さ
れ
、
成
立
し
た
。

　

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の

促
進
を
図
る
た
め
、
今
回
の
改
正
で
は
、
通

常
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時
間
労
働
者

（
差
別
的
取
扱
い
禁
止
の
対
象
者
）
の
範
囲

が
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
短
時
間
労
働
者

と
通
常
労
働
者
の
間
の
待
遇
の
原
則
と
し
て
、

そ
の
相
違
は
職
務
の
内
容
、
人
材
活
用
の
仕

組
み
、
そ
の
他
事
情
を
考
慮
し
て
不
合
理
な

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
が

創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
新
た
に
、
①
事
業
主

か
ら
短
時
間
労
働
者
へ
の
雇
用
管
理
の
改
善

等
に
関
す
る
措
置
内
容
の
説
明
義
務
、
②
短

時
間
労
働
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
た
め

の
体
制
の
整
備
義
務
、
③
行
政
へ
の
報
告
の

拒
否
等
を
行
っ
た
事
業
主
へ
の
過
料
の
規
定
、

④
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
事
業
主
名
の
公
表

規
定
が
追
加
さ
れ
る
な
ど
し
た
。

　

今
後
、
労
働
政
策
審
議
会
雇
用
均
等
分
科

会
で
施
行
規
則
等
を
議
論
の
う
え
、公
布（
四

月
二
三
日
）
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
、

政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

建
議
か
ら
二
年
弱
を
経
て
成
立

　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
（
平
成
五
年
法
律

第
七
六
号
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
短
時
間
労
働

者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
一
九
年
法
律

第
七
二
号
）
の
施
行
状
況
等
に
つ
い
て
、
附

則
第
七
条
の
検
討
規
定
を
基
に
二
〇
一
一
年

九
月
二
七
日
以
降
、
雇
用
均
等
分
科
会
で
一

三
回
に
わ
た
る
議
論
が
重
ね
ら
れ
、
二
〇
一

二
年
六
月
二
一
日
に
「
今
後
の
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
対
策
に
つ
い
て
（
報
告
）」
が
ま
と

め
ら
れ
た
。
同
日
の
建
議
に
沿
う
形
で
、
二

〇
一
四
年
一
月
二
三
日
に
法
律
案
要
綱
が
諮

問
さ
れ
、
第
一
八
六
回
国
会
（
常
会
）
へ
の

法
案
提
出
（
二
月
一
四
日
）
に
至
っ
た
経
緯

が
あ
る
。

同
視
す
べ
き
パ
ー
ト
範
囲
を
拡
大
へ

　

こ
の
ほ
ど
成
立
し
た
同
法
案
の
主
な
改
正

点
は
八
つ
。
う
ち
二
つ
は
、
有
期
労
働
契
約

法
制
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
短
時

間
労
働
者
の
待
遇
の
原
則
（
第
八
条
関
係
）

と
し
て
、
通
常
労
働
者
と
の
相
違
は
、
職
務

の
内
容
（
業
務
の
内
容
お
よ
び
当
該
業
務
に

伴
う
責
任
の
程
度
）、
人
材
活
用
の
仕
組
み

（
職
務
の
内
容
お
よ
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
）、

そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す

る
規
定
が
創
設
さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
通
常
労
働
者
と
同
視
す
べ
き
短
時

間
労
働
者
」
の
範
囲
が
拡
大
（
現
行
の
三
要

件
か
ら
無
期
労
働
契
約
要
件
が
削
除
）
さ
れ
、

職
務
の
内
容
お
よ
び
人
材
活
用
の
仕
組
み
が

通
常
労
働
者
と
同
一
で
あ
れ
ば
、
短
時
間
労

働
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
賃
金
の
決
定

そ
の
他
待
遇
に
つ
い
て
通
常
労
働
者
と
差
別

的
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
改
め
ら

れ
た
（
第
九
条
関
係
）。

　

こ
の
ほ
か
、
短
時
間
労
働
者
の
納
得
性
を

高
め
る
た
め
、
そ
の
雇
い
入
れ
時
は
速
や
か

に
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措
置
の
内

容
（
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
等
規
定
で
、
措

置
を
講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
）

に
つ
い
て
、
事
業
主
か
ら
短
時
間
労
働
者
に

対
し
、
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

義
務
規
定
が
導
入
さ
れ
た
（
第
一
四
条
第
一

項
関
係
）。

　

ま
た
、
事
業
主
は
雇
用
す
る
短
時
間
労
働

者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る

た
め
に
必
要
な
体
制
（
苦
情
対
応
の
担
当
者

等
を
定
め
、
雇
い
入
れ
時
に
周
知
す
る
）
を

整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（
第
一

六
条
関
係
）。

公
表
規
定
や
過
料
規
定
も
新
設

　

そ
の
う
え
で
、
同
法
の
実
効
性
を
確
保
す

る
た
め
、
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
措

置
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
、

厚
生
労
働
大
臣
が
是
正
勧
告
を
行
っ
た
場
合

に
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
旨
を
公
表

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
も
創
設
さ

れ
た
（
第
一
八
条
第
二
項
関
係
）。
ま
た
、

報
告
徴
収
を
拒
否
し
た
り
、
虚
偽
報
告
を

行
っ
た
り
し
た
事
業
主
を
、
二
〇
万
円
以
下

の
過
料
に
処
す
る
規
定
も
設
置
さ
れ
た
（
第

三
〇
条
関
係
）。

　

こ
の
ほ
か
、「
短
時
間
労
働
援
助
セ
ン

タ
ー
」
の
指
定
は
二
〇
一
一
年
に
廃
止
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、関
係
規
定
が
削
除
さ
れ
た（
第

五
章
関
係
）。
代
わ
っ
て
現
在
、
短
時
間
労

働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
の
援
助
に
係
る

業
務
は
、
都
道
府
県
労
働
局
が
実
施
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
新
た
に
国
が
、
事
業
主
等
に

対
し
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等

に
関
す
る
相
談
お
よ
び
助
言
、
そ
の
他
必
要

な
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定

が
置
か
れ
た
（
第
一
九
条
関
係
）。

　

一
方
、
建
議
で
は
同
法
の
見
直
し
に
合
わ

せ
、
一
律
に
均
衡
確
保
の
努
力
義
務
の
対
象

外
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
旨
を
明
ら
か

に
す
べ
き
と
さ
れ
た
通
勤
手
当
に
つ
い
て
、

結
果
と
し
て
省
令
ま
た
は
指
針
で
明
ら
か
に

さ
れ
る
見
通
し
と
な
っ
た
も
の
の
、「
第
八
条

お
よ
び
関
連
法
制
の
動
向
を
踏
ま
え
、
職
務

の
内
容
、
当
該
職
務
の
内
容
お
よ
び
配
置
の

変
更
の
範
囲
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

不
合
理
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
」
旨
が
、
衆
・
参
の
附
帯
決
議

に
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

同
様
に
、
指
針
か
ら
法
律
へ
の
格
上
げ
が

検
討
さ
れ
た
も
の
の
、
技
術
的
な
整
理
の
難

し
さ
か
ら
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
、
待

遇
等
の
説
明
を
求
め
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
に
つ
い
て
も
、「
建
議

の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
事
業
主
へ
の
指

導
を
強
化
す
る
措
置
を
講
ず
る
」
旨
が
、
両

院
の
附
帯
決
議
で
謳
わ
れ
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）
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